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吉野川の水利用に関しては、長い歴史と地域の実情があり、それらについて報告
するとともに、徳島県の立場から意見を述べた。【議事概要-P6-29】

◆吉野川総合開発について
吉野川総合開発で開発された水は四国四県で利用されており、徳島県では主に下
流河口堰と池田ダム北岸で取水し、農、工、上水として利用している。【議事概
要-P6-29】
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水利用形態は地域毎に差がある。香川県では古くはため池を主たる水源とし、最
近は香川用水、県内ダム、地下水等水源が多様化している。一方、徳島県は過去
から現在まで吉野川を主たる水源としており現在も変わりない。【議事概要-P6-
29】

吉野川総合開発計画の同意に至るまでに約30年を要し、平坦な道のりではなかっ
た。【議事概要-P6-29】
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計画当初の徳島県の立場は、ダムの必要性は認めるが他県への分水は絶対反対で
あったが、本四連絡橋、高速道路そして水の問題を三位一体で解決する政治的判
断、それから新産業都市での水の需要から最終的には条件付で同意した。その当
時の同意の条件が現在水問題を議論する際のポイントのひとつである。【議事概
要-P6-29】

昭和40年3月の徳島県議会で決議された修正意見のうち水問題に関するのは、水量
の確保と治水対策を条件としていた。【議事概要-P6-29】
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昭和41年6月の早明浦ダム建設に関する要望事項のうち水問題に関するのは、岩津上流の洪水対策、第十
堰の改築など総合開発関連事業の国による早期実施及び流水の正常な機能の維持に必要な流量の優先的
取扱の２項目であり、これらは要望というよりも同意条件であるという認識も示されており、現在でも
県議会が、その達成状況に関心を持ち続けているという所以である。
昭和58年に富郷ダム基本計画に対し知事意見を述べる際には、流域市町村や関係団体から14件もの分水
反対陳情があるなど、徳島県民には吉野川の流量確保に対する強いこだわりがあることの証である。
【議事概要-P6-29】

◆不特定用水について
【議事概要-P6-29】
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渇水時には、許可を受けた逆の順で制限を受けるのが一般論であり、水利使用規
則では「既得の水利使用に支障を生じせしめてはならない」と記載。早明浦ダム
により不特定用水も利水安全度が向上したが、その費用は国土交通省が負担した
ものであるが、徳島県もその費用の一部を負担している。【議事概要-P6-30】
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河川維持用水の取水パターンは、計画では通年13m
3
/sであるが、運用では年間約

7ヶ月くらいはそれを下回っている。【議事概要-P6-30】
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研究会の焦点になっている不特定用水は、これに新規用水を加え早明浦ダム完成
以後30年以上にわたって吉野川に流されたところであり、減少すると麻名用水の
取水障害、旧吉野川や今切川での水質、地下水位の低下に伴う塩水の進行、生態
系等河川環境への影響、水産業への影響など、さまざまな面での影響が懸念され
る。【議事概要-P6-29】

渇水時には、不特定用水のカット案だけにこだわるのではなく、各県における水利用の実態を踏まえな
がら、国・各県・関係機関がさまざまな対応案について知恵を出し合っていくことも必要である。徳島
県内でも渇水時の被害が最小となるよう旧吉野川河口堰の運用変更や農水・工水・上水間での水融通等
の取り組みを行ってきている。
不特定用水の取扱いについては、過去からの経緯、吉野川の現状や窮状、さらには国、県、関係機関に
おける努力や取り組み状況を総合的に勘案し、慎重にご検討いただきたい。【議事概要-P6-30】
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◆新規工業用水の未利用について

未利用水の一部を水道用水に転用し有効活用を図ってきたが6m3/sが未利用になっている。平常時
は放流し正常流量的な役割を果たし、渇水時にはダムに貯留し貯留量の延命に寄与している。今
後新たな水資源開発は難しいため、徳島県が投資して開発した水を未来に引き継ぐことが重要と
考える。他用途への転用など有効活用について検討していきたい。【議事概要-P6-30】

◆銅山川分水について
【議事概要-P6-30】
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吉野川からの最初の本格的な分水である銅山川分水は、絶対反対の立場の徳島県
と、愛媛県から要望を受けた内務省との間で20年間におよぶ激しい折衝の末、昭
和11年に第一次分水協定が交わされた。その後、５回の変更がなされた。【議事
概要-P6-30】
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吉野川総合開発計画により銅山川は完全分水となり、早明浦ダムから補給される
不特定用水には、本来は銅山川から流れる責任放流量が含まれている。しかし、
銅山川ダム群よりも先に早明浦ダムが補給機能を失った場合の銅山川の責任放流
量の扱いが未だに明確にされていないことは徳島県における水問題の課題のひと
つである。【議事概要-P6-30】

新宮ダム下流は減水区間となり、河川環境の問題が取り残されている。【議事概
要-P6-30】
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影井堰等からの環境用水放流等対策がなされているが十分でなく、年間通じた河
川維持流量確保が地元の悲願である。【議事概要-P6-30】

◆吉野川からの分水量について
吉野川総合開発以外にも、仁淀川分水(仁淀川)、穴内川分水(国分川)がある。
【議事概要-P6-30】
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池田地点年間総流出量約48億m
3
の内、年間約10億m

3
(総合開発約5億m

3
、総合開発以

外約5億m
3
)の水が吉野川から流域外に分水されている。水問題を考える際には、

総合開発以外にも水が分水されているという点についても見逃せないのではない
か。【議事概要-P6-31】

5-213



◆治水との関係
分水先で水を利用する人は洪水の痛みを感じない。流域住民の利水は、洪水の苦
しみの上に成り立っており治水と利水は表裏一体。利水だけを切り離して議論し
て県民の理解を得ようとすることは難しい面があることをご理解いただきたい。
【議事概要-P6-31】

吉野川の水問題は治水対策の遅れ、県費用負担の多さが拍車をかけている。吉野
川の整備率は全国平均に比べかなり遅れている。治水対策の推進と費用負担の軽
減が水問題の円満解決の後押しをするひとつの鍵ではないか。【議事概要-P6-
31】
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◆「四国はひとつ」への道
早明浦ダムサイトには、「四国のいのち」の碑がある。当初は「四国は一つ」の
碑が設置される予定であったが、当時の高知県知事が「四国は一つではない。嘘
は書けない。」として変更されたといわれている。理想と現実には大きなギャッ
プがある。【議事概要-P6-31】

昭和50年3月池田ダム完成時の徳島新聞の社説には、「四国は一つを目指すことに
異議は無いが、水問題だけで解決を図ろうとするのではなく、道路や橋など多方
面から総合的な取り組みがないとその道のりは大変厳しい。」との論調。これは
徳島県民の気持ちを非常に良く代弁している。【議事概要-P6-31】
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今後徳島県民、県議会などに理解を得ていくためには、英知を結集した説得力ある説明が
不可欠であると思っている。昨年の第１回アジア・太平洋サミットで皇太子殿下も「水問
題は水供給、衛生、洪水対策等、すべてが相互に関連しており、多様な性格を認識し、総
合的、統合的観点で創意工夫と連携の下で進めていくことが重要」と述べておられる。徳
島県における水の歴史、地域の実情についても十分念頭に置き、総合的に解決できる方向
をめざしていただきたい。【議事概要-P6-31】
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